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第３章 計画の目指すもの 

１ 本計画の基本的枠組み 

依存症は徐々に進行する慢性疾患であると言われており、回復には長期にわたる支援

が必要であることから、依存症対策も継続的に取り組むことが求められます。したがって

第１期計画の「基本理念」、「基本方針」及び「支援フェーズ」の基本的枠組みは、本計画にお

いても継承します。 

 

（１） 基本理念 

基本理念 

依存症の本人や家族等の抱える困難が軽減され、 

より自分らしく健康的な暮らしに向かって進み続けるようにできること 

 

依存症の本人は、もともと何らかの生きづらさや孤独を抱えていて依存症に至った場

合も少なくないと言われています。また、日常生活や健康面で様々な困難を抱えている

場合や、依存症によりその家族等も生活に大きな影響を受け、苦しんでいる場合も多く

あります。加えて、依存症について周囲から正しく理解されないこと等により、そうした

困難が増長されていることもあります。 

そのため、依存症の本人や家族等に対して、自分らしく健康的な暮らしに向かって回復

を続けていくための支援を提供することが必要であると考えられます。 

以上を踏まえ、第１期計画において「依存症の本人や家族等の抱える困難が軽減され、

より自分らしく健康的な暮らしに向かって進み続けるようにできること」を基本理念とし

ました。本計画においてもこの基本理念を継承します。 

 

（２） 基本方針 

基本方針 

依存症の予防及び依存症の本人や家族等が自分らしく健康的に 

暮らすための支援に向け、関係者がそれぞれの強みを生かしながら、 

連携して施策を推進すること 

 

先に掲げた基本理念を達成するため、第１期計画において「依存症の予防及び依存

症の本人や家族等が自分らしく健康的に暮らすための支援に向け、関係者がそれぞれ
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の強みを生かしながら、連携して施策を推進すること」を基本方針としました。本計画

においてもこの基本方針を継承します。 

 

（３） 支援フェーズ 

第１期計画では依存症の本人や家族等への支援に着目し、課題を整理するとともに、

その解決に向けて行うべき施策を検討するため、「一次支援・二次支援・三次支援」とい

う三つの支援フェーズごとに各依存症の予防や回復支援等に向けた施策を取りまとめま

した。本計画においてもこの三つの支援フェーズを継承します。 

 

図表 3-1：一次支援・二次支援・三次支援の対象と考え方 

支援の 
段階等 

主な施策の対象 考え方 

一次支援 
（予防・ 

普及啓発） 

⚫ 市民全体を対象とし

ます 

⚫ 依存症の予防のための取組を実施します 

⚫ 依存症に関する誤解や偏見は多く、支援につなが

る妨げとなっていることから、適切な治療や支援

により回復可能であること等の正しい理解を普及

するための啓発を実施します 

二次支援 
（早期発見・

早期支援） 

⚫ 依存症の本人や依

存症の疑いがある

人及びその家族等

で、支援につながっ

ていない人を対象

とします 

⚫ 本人や家族等が依存症であるという認識を持ち

にくいことや相談先が分からないことが、相談へ

の障壁となるため、そうした人が早期に相談につ

ながれるよう、普及啓発の取組を実施します 

⚫ 相談に至った人を、早期に適切な支援につなぐこ

とができるよう、支援者間の情報共有・連携推進

を実施します 

三次支援 
（回復支援） 

⚫ 依存症からの回復

段階にある人及び

その家族等を対象

とします 

⚫ 支援につながった人が回復し、自分らしく健康的

な生活を送ることができるよう、依存症の人の回

復支援を行っている専門的な支援者による支援

や、医療機関等との連携などの活動支援を推進し

ます 

⚫ 依存症からの回復を続け、地域で生活するための

支援に向けた取組を行います 

 

  

依存症に対する
支援が必要な人 

依存症の 
疑いがある人 

依存症の 
リスクが高い人 

依存症の 
リスクが低い人 
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２ 本計画のポイント 

本計画は、第１期計画の成果と課題を踏まえ、下記の点を重視しながら計画の立案と施

策の展開を行います。 

 

①施策体系の見直し 

第１期計画でアルコール・薬物・ギャンブル等の依存対象別に分類していた施策体

系について、本計画では施策の対象者をより明確にするため、「一次支援」を年齢層

別に分類し、「二次支援」及び「三次支援」を本人・支援者・家族等別に分類しました。 

「一次支援」では「こども」、「若者」及び「中高年・高齢者」と対象となる年齢層別に

分類するとともに、「共通した取組」として全世代が対象となる取組も網羅しています。 

 

②重点施策の設定 

第１期計画の振り返りや市民意識調査の結果から、対応が急務と本市が認識し、か

つ「一次支援・二次支援・三次支援」の各フェーズにおいて横断的な対応が必要な課題

への対策として、効果的な施策推進を目的に、重点施策を設定します。 

 

③数値目標を設定した進行管理 

「一次支援・二次支援・三次支援」に関する施策について新たに数値目標を設定し、

計画全体の進行管理を進めていきます。 

 

④本計画における新たな取組 

本計画では第１期計画で掲げた取組の内容を精査し、継続的な取組が求められる

ものについては、引き続き対策を講じていきます。 

また、第１期計画期間中に顕在化してきた問題や第１期計画の振り返りを通じた課

題に対応するため、新たに次の取組を実施していきます。 

・ 市販薬・処方薬の過剰摂取による依存に対する普及啓発 

特に若年層において問題となっている市販薬や処方薬の過剰摂取による依存症

に対しての普及啓発を行います。 

・ オンライン上でのギャンブルへの依存に対する普及啓発 

公営競技のインターネット投票や近年問題となっているオンラインカジノをはじめ

とするオンライン上でのギャンブルへの依存症に対する普及啓発を行います。特に

オンラインカジノについては違法性の周知も行っていきます。 

・ ＳＮＳを活用した相談支援の実施 

こどもや若者の依存症対策を強化するため、ＳＮＳを活用した相談支援を実施し

ます。こどもや若者の身近なコミュニケーションツールを用いることで、匿名性や利



63 

 

便性を確保し、相談のハードルを下げることで、こどもや若者が、気軽に悩みを打ち

明けられる環境を整備し、早期の支援につなげます。 

・ 依存症に対する誤解や偏見の解消に向けた普及啓発 

社会全体の「依存症になるのは自業自得」「依存症になる人は意志が弱い」といっ

た誤解・偏見が、依存症の本人の回復の妨げになっている可能性があります。そこで

依存症の本人に対する誤解・偏見の解消、依存症に対する正しい理解の促進に向け

た普及啓発を行います。 

・ こども関連の支援者や関係機関との連携強化 

こども関連の支援者へ依存症に対する正しい理解を促進する情報提供や研修を

行ったり、本市連携会議でのこども関連の課題や事例共有などを行うことを通じて

こども関連の支援者やこども関係部局との連携を強化していきます。 

・ 依存症支援者向けガイドラインの改訂 

学校や家庭におけるこどもの問題に関わる支援者をサポートするため、依存症支

援者向けガイドラインを改訂し、こどもに関連する事例を掲載します。また、社会情

勢や支援ニーズの変化に対応するため、依存症に関連する近年の動向を踏まえたコ

ラムや事例も掲載します。 
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３ 重点施策 

本計画では、特に解決すべき課題に対する施策として以下の三つの重点施策を設定し

ます。重点施策は、本計画において特に注力すべき施策として、支援フェーズを横断して

課題解決に取り組んでいきます。 

 

図表 3-2：重点施策における施策の方向性 

重点施策 施策の方向性 

重点施策１ 
多様化する依存対象へ

の対策 

⚫ 市販薬・処方薬、オンラインギャンブルへの依存等、

近年、若年層において増加傾向にある依存への対

応を強化する。 

重点施策２ 偏見の解消 

⚫ 依存症の本人や家族等が相談し、回復に向けた取

組が円滑に推進されるよう、依存症の正しい理解の

促進と偏見の解消を図る。 

重点施策３ 連携体制の強化 

⚫ 依存症の多様化や複合化した生活課題への対応が

推進されるよう、関係機関同士の連携を強化し重層

的な支援体制を構築する。 

 

  

【コラム】 依存症に関する普及啓発とスティグマについて 

これまで依存症の普及啓発においては、様々な表現が用いられてきました。中でも、

多くの人々の目に触れたものとして、薬物問題に関して過去に一般社団法人日本民間放

送連盟が放映していた「覚せい剤やめますか？それとも人間やめますか？」という標語

を用いたテレビコマーシャルがありました。こうした強い表現を用いた普及啓発活動

は、依存症の本人の人格を否定するものであり、社会全体における依存症に対する負の

イメージや偏見・差別（＝スティグマ）を助長し、さらには、依存症の本人が「依存症

は恥ずかしいことだ」といった、自分自身に対する「セルフスティグマ」を持つことに

もつながり、結果的に依存症の本人が回復につながることを難しくしてしまう可能性が

あります。 

また、公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターによる「ダメ。ゼッタイ。」と

いった標語を用いた各種の普及啓発活動については、一般市民を対象に分かりやすく薬

物の危険性を伝え、予防の促進を図る上では効果があるものと考えられます。一方で、

回復支援の観点からは情報の不足により誤解を招くおそれがあります。 

こうした点を踏まえ、依存症の回復支援に向けた普及啓発では、依存症に関する正し

い理解を促進し、また、回復につなげていくようなメッセージを発信していくことが重

要になると考えられます。 
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図表 3-3：本計画の施策体系 

 

 

 

※ なお、本計画におけるこども、若者、中高年・高齢者の定義は下記のとおりである（こど

もと若者の定義は、内閣府「子供・若者育成支援推進大綱」による）。 
 

共通した取組 

こどもに向けた取組 

若者に向けた取組 

中高年・高齢者に向けた取組  

全世代に向けた取組 

おおむね 18歳未満の方に向けた取組 

おおむね 18歳から 40歳未満の方に向けた取組 

40歳以上の方に向けた取組 

基本理念
依存症の本人や家族等の える困 が  され、

より自分らしく健康的な らしに向かって進み けるようにで ること

基本方針
依存症の予防及び依存症の本人や家族等が自分らしく健康的に

 らすための支援に向け、関係者がそれ れの みを生かしながら、連 して施策を推進すること

一次支援
予防・普及啓発

二次支援
早期発見・早期支援

三次支援
回復支援

重点施策：各支援フェーズにおいて横断的な対応が必要な課題への対策

一次支援に
関連する施策

二次支援に
関連する施策

三次支援に
関連する施策
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４ 数値目標の設定 

本計画においては、下記のとおり、計画の進行管理や到達点の評価を行います。数

値目標については、上位計画である横浜市中期計画（2026-2029）と連動して進め

ていきます。 

 

図表 3-4：計画の数値目標24 

 

  

 

24 成果につながる主な活動量の「正しい知識の啓発動画の再生回数」「依存症個別相談人数」「依

存症家族教室の参加人数」「支援者向け研修への参加人数」については、記録の開始から令和６年

度又は令和 12年度までの累計である。 

依
存
症
の
本
人
や
家
族
等
の
抱
え
る
困
難
が
軽
減
さ
れ
、

よ
り
自
分
ら
し
く
健
康
的
な
暮
ら
し
に
向
か
っ
て

進
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

依存症の人に対する
偏見の解消が進んでいる

依存症の人のことを
「意志が弱い」
と答える人の割合

中間的な
政策効果

市民の皆様の
 らしの意識

依存症に悩んだと 、
支援の選択肢が
確保されている

依存症の問題で
悩んだことがあると
回答した方のうち、
「依存症の問題に
対処したいが
どうすればよいか
分からない」

と答える人の割合

68.2％
（令和６年度）

計画期間における成果 成果につながる主な活動量

正しい知識の啓発動画の
再生回数（累計）

15,393回
（令和６年度）

100,000回
（令和12年度）

横浜市依存症ホームページ
へのアクセス数

54,433回/年
（令和６年度）

60,000回/年
（令和12年度）

依存症個別相談人数（累計）

10,037人
（令和６年度）

16,037人
（令和12年度）

本市連 会議の参加機関数

50機関/年
（令和６年度）

50機関/年
（令和12年度）

依存症家族教室の参加人数（累計）

1,762人
（令和６年度）

2,962人
（令和12年度）

支援者向け研修への参加人数（累計）

1,267人
（令和６年度）

1,867人
（令和12年度）

計画期間に
おける成果
につながる
主な活動

一
次
支
援
・二
次
支
援
・三
次
支
援
に
お
け
る
取
組

（72
ペ
ー
ジ
～
91
ペ
ー
ジ
）

暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
と
な
っ
て
い
る

（お
住
ま
い
の
地
域
は
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
だ
と

答
え
た
市
民
の
割
合
）

60.0％未満
（令和12年度）

11.5％
（令和６年度）

10.0％未満
（令和12年度）

現
状
値

現
状
値

目
標
値

目
標
値
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５ 基本方針の実現に向けた取組体制 

基本方針の実現に向けて、本市こころの健康相談センター、精神保健福祉課、区役

所の精神保健福祉相談、さらには専門的な医療機関、民間支援団体等、身近な支援者

（行政）、身近な支援者（行政以外）、依存症に関連する施策を行う本市関係部署が連携

し、関係者が一体となって依存症対策の取組を進めます。 

 

図表 3-5：基本方針の実現に向けた取組体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




